
こ
こ
ろ
の
健
康
を
考
え
る
会

か
ら
の
お
知
ら
せ

「
こ
こ
ろ
の
健
康
を
考
え
る
会
」

は
、皆
が
こ
こ
ろ
の
健
康
を
保
ち
、

い
き
い
き
と
生
き
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
地
域
づ
く
り
を
目
指
し

て
、
障
害
や
病
気
の
有
無
に
関
わ

ら
ず
、
身
近
な
こ
こ
ろ
の
問
題
に

つ
い
て
考
え
な
が
ら
、
様
々
な
話

し
合
い
を
行
っ
て
い
ま
す
。

会
の
活
動
内
容
や
こ
こ
ろ
の
健

康
に
つ
い
て
多
く
の
方
に
理
解
し

て
い
た
だ
く
た
め
、
第
14
回
健
康

づ
く
り
講
演
会
に
お
い
て
、
喫
茶

店
と
啓
発
コ
ー
ナ
ー
を
開
き
ま

す
。
こ
こ
ろ
の
健
康
に
つ
い
て
ざ

っ
く
ば
ら
ん
に
話
し
合
っ
て
み
ま

せ
ん
か
？

ま
た
、
当
日
に
喫
茶
店
の
運
営

を
お
手
伝
い
し
て
く
れ
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
も
募
集
し
ま
す
。

■
と
き
／
10
月
11
日
�

午
前
10
時
〜
午
後
１
時
30
分

■
と
こ
ろ
／
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

※
申
込
先
・
お
問
い
合
わ
せ
は

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
�
８
６
３
・
７
３
７
３
）ま
で

高
齢
者
介
護
保
険
係

か
ら
の
お
知
ら
せ

低
所
得
者
層
に
対
す
る
、
第
１

号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
の
方
）

の
介
護
保
険
料
減
免
対
策
の
実
施

に
つ
い
て
、
市
で
は
、
独
自
で
15

年
度
か
ら
の
第
１
号
被
保
険
者

（
65
歳
以
上
の
方
）
の
介
護
保
険

料
減
免
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

■
減
免
の
対
象
者
は

南
国
市
介
護
保
険
料
の
所
得
段

階
が
第
２
段
階
（
世
帯
全
員
が

市
民
税
非
課
税
）
に
賦
課
さ
れ

て
い
る
方
で
、
市
条
例
及
び
生

活
困
窮
者
減
免
取
扱
要
項
の
要

件
に
該
当
す
る
方

■
減
免
の
内
容

第
２
段
階
の
保
険
料
が
最
高
で

１
万
３
千
500
円
の
減
額
に
な
り

ま
す
。

＊
詳
し
く
は
、７
月
10
日
前
後
に
、

15
年
度
介
護
保
険
料
決
定
通
知

書
と
同
時
に
送
付
し
ま
し
た
説

明
文
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、

保
健
課
高
齢
者
介
護
保
険
係

（
�
８
８
０
・
６
５
５
６
）ま
で
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おお知知ららせせ

ビ
ン
や
雑
ご
み
、
金
属
な
ど
の
ご
み
の
収
集
の
ペ
ー
ジ
は
と
て
も
助
か
っ
て
い
ま
す
。

市市
民民
かか
らら
のの
おお
便便
りり

※お問い合わせは�
　市民課年金係（�８８０－６５５５）�
　南国社会保険事務所（�８６４－１１１１）�

�

�

�

�

　年金を受けている方が亡くなったときは、遺�
族の方などが「年金受給権者死亡届」を提出す�
る必要があります。�

■死亡届の提出先�
�老齢基礎年金の受給者＝南国社会保険事務所へ�
�厚生年金の受給者＝南国社会保険事務所へ�
�障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金など�
　の受給者＝市役所市民課年金係へ�
添付書類は、年金証書・受給権者の死亡を証明�
できる書類（戸籍謄本等）などです。�
　なお、亡くなられた方の遺族には、必要書類�
を記入したハガキをお送りしていますのでご参�
照のうえ市民課年金係までご相談ください。�

＊死亡届の提出が遅れると、年金を多く受け取�
りすぎて、後で返さなければならない場合があ�
りますのでご注意ください。�
　また、年金は死亡した月分まで支払われます。�
死亡した方に支払われるはずであった年金が残�
っている場合、遺族の方にその分の年金（未支�
給年金）が支払われます。未支給年金を受ける�
ことのできる遺族の順位は、年金を受けていた�
方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた�
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。�

年金を受けている方が�
亡くなられたときは速やかに届出を！�

　現況届は、引き続き年金を受ける権利を確認�
するために、毎年１回誕生月に提出していただ�
くものです（年金を受け始めて最初の誕生月に�
は提出の必要はありません）。現況届は誕生月�
の初めに送付されますので、その月の末日まで�
に必ず社会保険業務センターに提出してくださ�
い。期限を過ぎた場合は年金の支払いが差し止�
めとなり、支払い再開まで提出から１～２ヵ月�
程度かかりますのでご注意ください。�
　なお、必要事項の記入漏れの有無も確認して�
ください。�

　保険料は便利で確実な口座振替を保険料は便利で確実な口座振替を�

　保険料を毎月納付書で金融機関へ納めに行く�
のは大変です。また、ついうっかり納め忘れが�
あると、老齢基礎年金や障害基礎年金・遺族基�
礎年金などが受けられなくなる場合があります。�
そんな手間や心配を口座振替が解消します。申�
込方法は、通帳と取引印鑑・基礎年金番号の分�
かるもの（年金手帳・納付書）を金融機関や郵�
便局に持参のうえ、手続きしてください。�
＊６ヵ月・１年前納も口座振替が利用できます。�

「現況届」の提出は忘れずに「現況届」の提出は忘れずに�
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片山、里改田�

と　　き� 地　　　　区� と　　き� 地　　　　区�

 日�  曜�

奈路、瓶岩、白木谷�
十市（北部）、緑ケ丘、岩村�
稲生�

久枝（開田を除く）、下島、前浜�
下咥内、物部、開田�
国分、比江、左右山、北小籠�

野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町、西窪、新川、稲吉�

後免町、野田�

中島、常通寺島、吉田、江村、小篭、三軒屋（長岡小籠）�

立田、田村�
東山町、幸町、元町、小籠1～2丁目、８区、祈年、小籠団地�

東崎(東部･西部)、日吉町、駅前町、東崎西部改良住宅�

領石、植野、久礼田、植田�
片山、里改田、浜改田�

陣山、三畠、上末松、下末松、西山、上廿枝、西島、古市�

10／1

7
6
4
3
2

8

13
11

14

17

15

16

20
18

22

24

21

28
27
25

23 木�

水�

土�

金�

木�

水�
火�
月�

土�

金�

木�
水�

火�

火�

土�
金�

木�

火�
水�

火�

土�

田井、八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、�

浜改田�

浜改田�

祈年、東崎（東部･西部）、駅前町�

奈路、瓶岩、領石、植野�
久礼田、植田�
常通寺島、中島、吉田、江村、小篭、三軒屋（長岡小籠）�

笠ノ川、八幡、小蓮、定林寺、滝本、蒲原�
国分、比江、左右山、岩村�
十市（北部）、緑ケ丘�

８区(たちばな団地・小籠団地を含む)
北小籠、東山町、幸町、元町 、小籠1～2丁目、�
西島、古市�
陣山、三畠、上末松、下末松、西山、上廿枝、�
白木谷、蒲原団地、蒲原住宅�

後免町、東崎西部改良住宅、日吉町、西野田町１丁目�
野田（西野田町１丁目を除く）�

伊達野、大埇団地 

稲吉、西窪、新川�
能間、野田口、朝日町、城陸、榎田町�

稲生�
下咥内、物部、開田�
篠原、明見�

久枝（開田を除く）、下島、前浜�

久枝（開田を除く）、下島、前浜�

10／1

6
4
3

2

7

11
10

8

13
14
15

16

18
17

22
21
20

28

25
24
23

月�

月�
土�

土�
金�

木�

水�

火�

土�
金�

火�

水�
火�

土�
金�

木�

笠ノ川、八幡、小蓮、定林寺、滝本、蒲原(団地･住宅を含む)

笠ノ川、八幡、小蓮、定林寺、滝本、蒲原(団地･住宅を含む)

田井、八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、�田井、八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、�
大埇団地、篠原、明見、伊達野�

田井、八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、�
大埇団地、篠原、明見、伊達野�

野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町、西窪、新川、稲吉�

領石、植野、久礼田、植田�片山、里改田�

十市（南部）�

11／1

6
5
4
3

月�

土�

田村�

水�
火�

月� 十市（南部）�

領石、植野、久礼田、植田�

金�
木�

11／1

5
4

木�

木�

水�

片山、里改田、浜改田�
中島、常通寺島、吉田、江村、小篭、三軒屋（長岡小籠）�

金�

月�

立田�

27

田井、八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、�
大埇団地、篠原、明見、伊達野�

月�

火�

日� 曜�  地　　　　区�地　　　区�

＊ペットボトル・プラスチック容器包装類の収集ステー�
   ションは、可燃ごみを収集しているステーションです。�

＊プラスチック容器包装類の収集は、週１回となりました。�
　収集曜日を確認し、ペットボトルとは区別してステーショ�
　ンに出してください。�

10月６日・20日�
（第１・３月曜日）�

10月７日・21日�
（第１・３火曜日）�

10月１日・15日�
（第１・３水曜日）�

10月13日・27日�
（第２・４月曜日）�

10月14日・28日�
（第２・４火曜日）�

10月８日・22日�
（第２・４水曜日）�

11月３日・17日�
（第１・３月曜日）�

10月２日・16日�
（第１・３木曜日）�

10月３日・17日�
（第１・３金曜日）�

10月４日・18日�
（第１・３土曜日）�

10月９日・23日�
（第２・４木曜日）�

10月10日・24日�
（第２・４金曜日）�

10月11日・25日�
（第２・４土曜日）�

十市（北部）、緑ヶ丘、稲吉、新川、西窪、�
野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町�

植田、植野、瓶岩、久礼田、才谷、宍崎、�
白木谷、外山、奈路、八京、領石、�
三軒屋（長岡小籠）、東山町、幸町、元町、�
小籠１～２丁目、８区、小籠団地�

植田、植野、瓶岩、久礼田、才谷、宍崎、�
白木谷、外山、奈路、八京、領石、�
三軒屋（長岡小籠）、東山町、幸町、元町、�
小籠１～２丁目、８区、小籠団地�

稲生、片山、里改田、十市（南部）、田井、�
八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、�
大埇団地、篠原、明見、伊達野�

上末松、上廿枝、国分、北小籠、三畠、�
下末松、陣山、左右山、西島、西山、比江、�
古市、立田、田村�（ﾊﾞｲﾊﾟｽ北）�、岩村、下咥内�

笠ノ川、蒲原、小蓮、常通寺島、定林寺、滝本、�
中島、八幡、岡豊町小篭、吉田、江村、祈年、�
東崎、駅前町、日吉町、東崎西部改良住宅�

（吉本小児科前を除く）�

（ﾊﾞｲﾊﾟｽ南）�、浜改田、久枝、前浜、�下島、田村�
物部（下咥内を除く）、野田、後免町�
吉本小児科前�

11月１日・15日�
（第１・３土曜日）�

9

10

月�
田村�

9

3

��

植田、植野、瓶岩、久礼田、才谷、宍崎、�
白木谷、外山、奈路、八京、領石、�
三軒屋（長岡小籠）、東山町、幸町、元町、�
小籠１～２丁目、８区、小籠団地�
稲生、片山、里改田、十市（南部）、田井、�
八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、�
大埇団地、篠原、明見、伊達野�

上末松、上廿枝、国分、北小籠、三畠、�
下末松、陣山、左右山、西島、西山、比江、�
古市、立田、田村�（ﾊﾞｲﾊﾟｽ北）�、岩村、下咥内�

笠ノ川、蒲原、小蓮、常通寺島、定林寺、滝本、�
中島、八幡、岡豊町小篭、吉田、江村、祈年、�
東崎、駅前町、日吉町、東崎西部改良住宅�

十市（北部）、緑ヶ丘、稲吉、新川、西窪、�
野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町�
（吉本小児科前を除く）�
下島、田村�（ﾊﾞｲﾊﾟｽ南）�、浜改田、久枝、前浜、�
物部（下咥内を除く）、野田、後免町�
吉本小児科前�

木�
水�

十市（南部）�

月�

土�
月�片山、里改田、浜改田�
中島、常通寺島、吉田、江村、小篭、三軒屋（長岡小籠）�

6

水�野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町、西窪、新川、稲吉�

十市（北部）、緑ヶ丘、稲吉、新川、西窪、�
野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町�
（吉本小児科前を除く）�

おお知知ららせせ


